
 

 
 

 
国立研究開発法人水産研究・教育機構では次のとおり船舶職員の採用を予定しております。 

採用予定数、応募条件等は以下のとおりです。 

 

１．採用職種及び採用予定数 

 

（１）航海士  ２名程度 

（２）機関士  ４名程度 

（３）通信士  １名程度 

 

 

２．配属予定場所 

 

当機構所属漁業調査船及び練習船（詳細はホームページをご参照ください） 

又は 

神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４ 

本部 総務部 船舶管理課（船舶予備員） 

 なお、水産研究・教育機構は、水産庁との間で船舶職員の人事交流を行っているため、将来

的に、水産庁所属の船舶に勤務する場合もあります。 

 

 

３．採用予定日 

 

令和９年４月１日または令和 9 年１０月１日 

※採用日は応相談。 

※令和８年度内に就労可能な方については、令和８年度内に採用の場合あり。 

 

 

４．応募条件等 

 

（１）航海士：平成３年（1991 年）４月２日以降に生まれた方で、次の①及び②に該当する者

（例外事由 ３号イ：長期勤続によるキャリア形成を図るため） 

① 次のア～イのいずれかに該当する者 

ア．大学、大学校（４年制）又は商船高等専門学校を卒業した者（ただし、専攻科等の乗船実習

を修了した者に限る）、又は採用予定日までに卒業（修了）見込の者であって、三級海技士

（航海）以上の免許を有する者、又は採用予定日までに取得見込みの者 

イ．水産系高等学校（専攻科に限る）、海上技術短期大学校又は海技大学校海上技術コースを卒
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業した者、又は採用予定日までに卒業（修了）見込の者であって、三級海技士（航海）の免

許を有する者、又は採用予定日までに取得見込みの者のうち、二級海技士（航海）以上の

筆記試験に合格した者 

② 心身共に健康で、視力（矯正視力を含む）が両眼ともに 0.5 以上である者（健康診断書で

異常がある場合には受験できない場合があります） 

※採用時に三級海技士（航海）の海技士免許を取得していない場合は、採用を取り消す場合が

あります。 

 

（２）機関士：平成３年（1991 年）４月２日以降に生まれた方で、次の①及び②に該当する者

（例外事由 ３号 イ：長期勤続によるキャリア形成を図るため） 

① 次のア～イのいずれかに該当する者 

ア．大学、大学校（４年制）又は商船高等専門学校を卒業した者（ただし、専攻科等の乗船実習

を修了した者に限る）、又は採用予定日までに卒業（修了）見込の者であって、三級海技士

（機関）以上の免許を有する者、又は採用予定日までに取得見込みの者 

イ．水産系高等学校（専攻科に限る）、海上技術短期大学校又は海技大学校海上技術コースを卒

業した者、又は採用予定日までに卒業（修了）見込の者であって、三級海技士（機関）の免

許を有する者、又は採用予定日までに取得見込みの者のうち、二級海技士（機関）以上の

筆記試験に合格した者 

② 心身共に健康で、視力（矯正視力を含む）が両眼ともに 0.4 以上である者（健康診断書で

異常がある場合には受験できない場合があります） 

※採用時に三級海技士（機関）の海技士免許を取得していない場合は、採用を取り消す場合が

あります。 

 

（３）通信士：平成３年（1991 年）４月２日以降に生まれた方で、次の①及び②に該当する者

（例外事由 ３号 イ：長期勤続によるキャリア形成を図るため） 

① 大学、高等専門学校、専門学校、海上技術短期大学校、海技大学校海上技術コース又は水

産系高等学校（専攻科を含む）を卒業した者、又は採用予定日までに卒業見込の者 

② 第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士いずれかの免許資

格を有する者、又は採用予定日までに取得見込みの者 

③ 心身共に健康で、視力（矯正視力を含む）が両眼で 0.4 以上である者（健康診断書で異常

がある場合には受験できない場合があります） 

※採用時に第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士いずれかの

免許を取得していない場合は、採用を取り消す場合があります。 

 

※下記のいずれかの条件に該当する方は、応募できません。 

① 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまで

の方 

② 懲戒解雇の処分又はこれに相当する処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない方 

 

※日本国籍を有していない場合は、採用予定日までに日本国内で就労するために必要な在留資



 

格を取得すること。 

 

５．応募手続き 

 

（１）応募書類 

① 応募職種記入票（別紙１） 

② 履歴書（市販様式（Ａ４版）又は学校指定様式のものに、写真を貼付すること。賞罰の有

無・メールアドレスを必ず記載してください） 

③ 課題論文（課題：「水産研究・教育機構船舶職員として働くこと」について、400 字詰め原

稿用紙２枚（800 字程度）） ※１ 

④ 健康診断書（別紙２） ※２、３ 

⑤ 最終学歴卒業証明書又は卒業見込証明書 

⑥ 最終学歴成績証明書 

⑦ 学校長等推薦書（提出は任意。提出する場合の様式も任意） 

⑧ 応募条件とする免許資格を確認できる書面の写し ※４ 

 

※１ 手書きで作成してください。 

※２ 船員手帳をお持ちの方で、健康証明が採用予定時期に有効である方は、船員手帳の該当ページの写しに

代えることができます。 

※３ 医療機関が発行する診断書でも提出が可能ですが、別紙２の検査項目が全て記載されている必要があり

ます。 

※４ 取得見込みの方は、履歴書にその旨を記載してください。 

 

（２）応募方法 

上記の応募書類一式を、令和８年４月２２日（水）までに下記へ提出してください。（必着） 

 

〒２２１－８５２９ 

神奈川県横浜市神奈川区新浦島町 1－1－25 GRC 横浜ベイリサーチパーク ６階 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 総務部 人事課 あて 

 

※封筒に「船舶職員（○○）応募書類 在中」と朱書きしてください。 

○○には応募する職種（航海士・機関士・通信士のいずれか）を記載してください。 

 

 

６．選考方法 

 

（１）書類選考 

提出のあった応募書類により選考を行います。 

選考後、速やかに選考結果をメールにて連絡します。 



 

 

（２）面接試験（Microsoft Teams を用いた Web 面接を実施予定） 

日 時：令和８年６月１日（月）機関士及び通信士 

    令和８年６月２日（火）航海士 

※試験時間等の詳細については、該当者に別途連絡します。 

 

参 考：採用までのスケジュール 

  応 募 書 類 締 め 切 り    令和８年４月 22 日（水）          

               ↓ 

          書   類   選   考                

                     ↓ 

   面 接 試 験    令和８年６月１日（月）又は２日（火）    

                     ↓ 

  試験結果通知発送予定    令和８年６月下旬              

                     ↓ 

  採    用    令和９年４月１日 または 令和９年 10 月１日     

※既卒者は令和８年度内採用の場合あり（採用日応相談） 

 

 

７．身分・処遇等 

 

（１ ）雇用形態 任期の定めのない職員（定年制職員） 

（２ ）勤務時間 １日７時間４５分 

乗船中は、基本的に１日につき８時間、１週間につき５６時間となり、かつ、

１年間で１週間平均３８時間４５分となるよう勤務時間が割り振られます。 

（３ ）給 与 国立研究開発法人水産研究・教育機構職員給与規程に基づき決定 

（国家公務員の給与と同水準の給与が支給されます） 

 

 初任給の目安（基本給） 

   月額 商船高等専門学校卒  （１級１１号俸）  ２６４，３００円 

       大学卒           （２級 １号俸）  ２９１，１００円 

       大学専攻科（１年制）卒（２級 ５号俸）  ２９７，９００円 

※上記の額は新卒者の初任給であり、諸手当を含んでおりません。また、既卒者は 

職歴等によりこの額に上乗せされる場合があります。詳細については、下記 

＜９．申込先・応募に関する問合せ先＞へご連絡ください。 

 

（４ ）諸 手 当 扶養手当（扶養親族のある者に、１人あたり月額 6,500 円～13,000 円）、住居

手当（限度額 28,000 円、家賃月額により変動）、通勤手当（船舶予備員のみ）、

地域手当（支給対象の勤務地に勤務する場合、給与の額の４％～16％） 他 



 

（５ ）旅 費 等 乗船中は、航海日当、食卓料（船員法に基づく食料の支給）を支給 

（６ ）賞 与 年２回（６月・12 月 ※令和７年度実績 4.65 ヶ月分） 

（７ ）休日休暇 週休２日、祝日、年末年始、年次有給休暇、介護休業、育児休業 他 

（８ ）保 険 健康保険（農林水産省共済組合）、厚生年金、雇用保険、労災保険 

（９ ）転 勤 あり。なお、当機構は水産庁と人事交流を行っており、将来的には当該機関の

所属船に勤務する場合もあります。 

（10）試用期間 ６ヵ月 

（11）そ の 他 当機構は非公務員型の独立行政法人であり、職員の身分は公務員ではありませ

ん。ただし、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する

職員とみなされます。 

 

 

８．その他 

 

（１）応募・受験に関する一切の費用は、応募者の負担となります。 

（２）応募書類は返却しませんのでご了承願います。なお、応募書類に記載された個人情報は選

考の目的以外には使用しません。 

（３）当機構は、男女共同参画に向けて出産・子育てに関する環境整備に取り組んでおり、女性

の応募を歓迎しています。 

 

 

９．申込先・応募に関する問合せ先 

 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 

総務部 人事課 

電話：０４５－２７７－００７６ 

E-mail : fra_saiyou@fra.go.jp 

（職員がテレワークを行っている場合がございます。採用に関するお問い合わせは、可能な

限りメールにてお願いいたします。） 


